
































を要しており質､盈ともに充実した福祉環境にある｡

しかし､現在の厳 しい財政状況にあっては､医療以外の面において安定的､持続的に福

祉サービスを展開するために､現在のサービスについて､改めて本当に必要なサービスで

あるのか､またその水司紬;適切であるのかを見極めることが必要である｡

扶助費には､国 ･県の基準どおりに行っている事業､国 ･県の基準を上回って行ってい

る卒業､市単独で行っている事業があるが､現在の財政状況を踏まえ､市単独で行ってい

る事業及び国 ･県の基準を上回って行っている布菜のうち､他市の水畔と比較 して特に突

出しているものなどについて､廃止 ･縮小を視野に入れながら改めてその必要性を再検証

しなければならない｡

また､限られた財源を必要とする方に振 り向けるため､新たに所得制限等を設けること

や､既に所得制限等を設けているものについては､制限の基準が適正であるか､他のサー

ビスと均衡がとれているか､重複 していないかなどを粁査することも重要である｡

さらに､今後､医療や介護などの義務的な経費が膨らむことを考えると､従来の給付型

のサービスから社会的自立を支援するサービス-歪点を移すことが必要である｡
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